
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談会を開催します （事前予約制） 

事業内容についての説明や、参加申込書類の書き方などを相談できる、個別の相談会を

開催します。 

会場 市役所本庁舎・オンライン（Webex） 

開催日 ９月 1日（水）～1０月１５日（金）の期間で希望日 

時間 平日 9時～17時（17時以降及び土日祝休日は要相談） 

予約方法 市民協働課に電話または電子申請システム(右コード) 

で事前予約 
 

【問い合わせ先】 

船橋市 市民生活部 市民協働課 市民協働係 

〒273-8501 

船橋市湊町 2-10-25（市役所本庁舎 4階） 

電話：047-436-3201  /  FAX :047-436-2299 

E-mail ：shiminkyodo@city.funabashi.lg.jp 

令和４年度実施事業の申込み締切  令和３年１０月２９日（金） 

令和４年度実施事業募集要領 

【市ＨＰへのリンク】 

募集の詳細 

 

過去の支援実績  

 まずはご相談ください 

概要版 



 

 

１ 制度の目的                                                       

船橋市では、市民活動団体から提案を受けた事業のうち、公益的な活動(※１) に対し支援金を交付することで

市民活動団体の活動を促進し、市民の福祉の増進を図っています。 

（※1） 市民活動団体が行う営利を目的とせず不特定多数の者への利益の増進に寄与する事業等 

 

２ 支援金の種別                                                 

・【Ⅰ型】【Ⅱ型】とも、同一団体(※３)が行う同一事業(※４)への支援は 3回を限度とします 

・上記の各【Ⅰ型】【Ⅱ型】支援率上限は令和３年度以前に同型支援金の採択実績がない事業に適用となりま

す。 

・支援金の交付は、令和 4年 3月の船橋市議会における令和 4年度予算の成立が要件です 

（※２） 支援対象経費のうちの割合 

（※３） 同一団体または同一とみなされる団体 

（※４） 同一事業または同一とみなされる事業 

 

３ 対象事業（全て満たすものであること）                        

✓ 令和 4年 4月～令和 5年 3月の期間内に着手かつ完了する事業であること 

✓ 市内で行われる事業であって、市民に直接サービスが届く事業であること 

✓ 公益性が認められる事業であること 

✓ 申込団体が主催する等、主体的に行う事業であること

✓ 主義、主張や考え方を広めるために行う事業でないこと 

✓ 国、県、市又はそれらの外郭団体からの補助金等を受けていない事業であること 

✓ 過去に同一団体が、同一事業に対して支援の決定を受けていないこと（3回未満を除く。） 

✓ 事業の効果が市の行政目的の達成に資するものであって、次のア～キのいずれかに該当する公益活

動であること 

ア 保健衛生、医療又は福祉の増進に寄与するもの 

イ 住民自治の向上に寄与するもの 

ウ 教育、学術、文化、芸術又はスポーツの振興、向上に寄与するもの 

エ 環境対策に寄与するもの 

オ 安全で安心な市民生活に寄与するもの 

カ 産業の振興に寄与するもの 

キ その他市長が認めるもの  

支 援 金 の 種 別 支援率上限（※２） 限度額 

【Ⅰ型】 

市民活動団体が行う、１つの公益的なイベント等

の実施に対する支援金 

１年目 ２年目 ３年目 
10万円 

９０％ ８０％ ７０％ 

【Ⅱ型】 

市民活動団体が行う、一連の公益的な活動に対

する支援金 

１年目 ２年目 ３年目 

100万円 
６０％ ５０％ ４０％ 



 

 

４ 対象経費（下表の費目に該当する経費）                         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※５） オンラインを活用してイベント等を実施する場合、Web会議サービスシステム（Zoomなど）の 

利用料も対象とします 
 

ただし、以下の経費は対象外となります 

 

 

 

 
 

５ 団体要件（全て満たすものであること）                          

✓ 市内を活動区域としている団体  

✓ 市内に事務所又は常設の連絡先がある団体 

✓ ５人以上で組織する団体 

✓ 定款、規約、会則等の組織の運営に関する定めを有している団体 

✓ 継続的に活動している、又はこれから継続的に活動する団体 

（1つのイベント事業を行うためだけに設立された団体は対象外） 

 

６ 欠格要件                                                            

「５ 団体要件」を全て満たす場合であっても、以下いずれかに該当する場合は支援できません。 

・ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体 

・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体 

・ 船橋市暴力団排除条例（平成２４年船橋市条例第１８号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第 

３号に規定する暴力団員等又は同条例第７条第１項に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団 

等」という。）並びにその統制下にある団体 

・ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第 3条に規定する公職をいう。以下同じ。） 

の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持 

し、又はこれらに反対することを目的とする団体 

・ 団体（構成員を含む）に課された市税を滞納している団体 

費目 支援対象となる経費 

報償費 講師等謝金  【Ⅰ型】の支援金限度額は5万円 

消耗品費及び原材料費 購入単価が１万円未満の用紙代、材料費、書籍等の購入費 

印刷製本費 チラシ、ポスター作成などの印刷費や冊子作成のための印刷製本費 

  通信費（※５） 郵便料金等 

保険料 事業実施に伴い加入する保険の保険料 

使用料 事業実施に伴う施設使用料及び物品の借上費 

その他これらに類する経費 

【Ⅱ型】のみ 
支援することが必要であると認める経費 

・食糧費、人件費、備品費  

・団体の維持・運営に要する経費（事務所家賃や定例会議の費用など） 

・団体の構成員に対する謝金・交通費                                等  

  等 

 



 

 

７ 申込事業の審査                                           

第三者機関としての「市民活動支援審査会」において審査を行い、市が審査結果をもとに支援の可否と支援

額を決定します。 ※ 同一事業の２年目以降の申請は、前年度分までの活動も審査の対象 

評価項目 審査事項 

適格性 団体及び事業内容が要件を満たしているか 

効果性 地域における課題解決が期待できるか 

公益性 
利用や参加の機会が広く市民に開かれているか 

期待される効果が特定の者の利益ではなく、広く市民に行き渡るか 

実現性 

計画の内容・方法・スケジュールが具体的か 

収支予算が適切に計上されているか 

事業の実施体制が整っているか 

必要性 社会的必要性が認められ、市が支援すべきものであるか 

独創性/持続性 
創意工夫がみられるか 

継続性と発展性が期待できるか 

 

 

 

８ スケジュール                                           

 Ⅰ型（①～⑦） Ⅱ型（①～⑦及び※） 

３年度 

（申込年度） 

1０月 ２９日 ➀ 参加申込書類の提出〆切 

12 月 ② 審査会からの質問への回答 

  － ※ 公開ヒアリング 

１２月下旬 ③ 選考結果の通知 → 支援金交付申請書類提出 → 交付決定 

（4月） 

４年度 

（実施年度） 
 

④ 以下の場合には市民協働課に連絡 

・事業計画の変更 

・経費配分の変更 

・事業の廃止 

3 月末まで ⑤ 事業実施報告書類 提出〆切 → 精算 

５年度 

（振り返り年度） 
 

⑥ 支援金の受け取り 

⑦ 事例集の原稿作成 

 － ※ 事業実施報告会への参加 

 

（Ｒ３．９．６） 


